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－ －

議案第 号

令和７年度東浦町一般会計予算

令和７年度東浦町の一般会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用とする。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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（単位：千円）

東浦中学校・東浦文化広場基本計画
策定支援業務委託料

自 令 和 ７ 年 度
至 令 和 ８ 年 度

庶務管理システム借上料
自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

基幹システム使用料及び保守運用委
託料

自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

パソコン借上料（基幹系、ＬＧＷＡ
Ｎ接続系）

自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

Ｏｆｆｉｃｅ借上料（基幹系、ＬＧ
ＷＡＮ接続系、インターネット接続
系）

自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

文書管理システム使用料
自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

次世代高度情報通信ネットワーク市
町村等設備整備工事負担金

自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 ８ 年 度

高齢者訪問用自動車借上料
自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

東浦町指定ごみ袋製造管理等業務委
託料

自 令 和 ７ 年 度
至 令 和 ８ 年 度

給食配送車借上料
自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

ＬＥＤ照明機器借上料（卯ノ里・生
路コミュニティセンター）

自 令 和 ８ 年 度
至 令 和 年 度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

事                  項 期          間 限     度     額
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（単位：千円）

起  債  の  目  的 限   度   額 起債の方法 利     率 償還の方法

保育園施設整備事業債 普通貸借 　年3.0％以内   政府資金及び県資金

又    は （ただし、利率 についてはその融通条

証券発行 見直し方式で借 件による。その他の場

道 路 改 良 事 業 債 り入れる政府資 合にはその債権者と協

金及び地方公共 定するものとする。

団体金融機構資   ただし、町財政の都

都 市 公 園 整 備 事 業 債 金について、利 合により据置期間及び

率の見直しを行 償還期限を短縮し、若

った後において しくは繰上償還し、又

は、当該利率見 は低利に借換すること

直し後の利率） ができる。

小学校施設整備事業債

中学校施設整備事業債

公民館施設整備事業債

計

第 ３ 表　　地 方 債

次世代高度通信設備整備
事業債
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－ －

議案第 号

令和７年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度東浦町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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－ －
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額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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－ －

議案第 号

令和７年度東浦町土地取得特別会計予算

令和７年度東浦町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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－ －

議案第 号

令和７年度東浦町土地取得特別会計予算

令和７年度東浦町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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－ －

議案第 号

令和７年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算

令和７年度東浦町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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議案第 号

令和７年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算

令和７年度東浦町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。

令和７年２月 日提出

東浦町長 日 髙 輝 夫
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議案第    号

　　　　令和７年度東浦町水道事業会計予算

　（総則）

第１条　令和７年度東浦町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

  (１)給 水 戸 数　 　  　 　　 　　　 20,300戸

  (２)年間総給水量　　　　    　　  5,005,000㎥

  (３)１日平均給水量                   13,712㎥

  (４)主な建設事業

        配水設備新設改良事業　    　418,940千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　収　　入

　　第１款　水道事業収益　　　　　  　　　1,001,616千円

　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　789,852千円

　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　211,761千円

　　　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　3千円

　　　　支　　出

　　第１款　水道事業費用　　　　　　　　　　921,157千円

　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　913,955千円

　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　  5,192千円

　　　　第３項　特別損失　　　　　　 　　　　　　10千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　2,000千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が　　　　

　資本的支出額に対し不足する額542,438千円は、減債積立金2,213千円、当年度分

  消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,219千円及び過年度分損益勘定留保資

　金512,006千円で補てんするものとする。）

　　　　収　　入

　　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　 86,113千円

　　　　第１項　負担金　　　　　　　　　　　 86,113千円

　　　　支　　出

　　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　628,551千円

　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　425,338千円

　　　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　2,213千円

　　　　第３項　投資　　　　　　　　　　　　200,000千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　1,000千円
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議案第    号

　　　　令和７年度東浦町水道事業会計予算

　（総則）

第１条　令和７年度東浦町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

  (１)給 水 戸 数　 　  　 　　 　　　 20,300戸

  (２)年間総給水量　　　　    　　  5,005,000㎥

  (３)１日平均給水量                   13,712㎥

  (４)主な建設事業

        配水設備新設改良事業　    　418,940千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　収　　入

　　第１款　水道事業収益　　　　　  　　　1,001,616千円

　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　789,852千円

　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　211,761千円

　　　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　3千円

　　　　支　　出

　　第１款　水道事業費用　　　　　　　　　　921,157千円

　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　913,955千円

　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　  5,192千円

　　　　第３項　特別損失　　　　　　 　　　　　　10千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　2,000千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が　　　　

　資本的支出額に対し不足する額542,438千円は、減債積立金2,213千円、当年度分

  消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,219千円及び過年度分損益勘定留保資

　金512,006千円で補てんするものとする。）

　　　　収　　入

　　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　 86,113千円

　　　　第１項　負担金　　　　　　　　　　　 86,113千円

　　　　支　　出

　　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　628,551千円

　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　425,338千円

　　　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　2,213千円

　　　　第３項　投資　　　　　　　　　　　　200,000千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　1,000千円
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　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

　と定める。

（１）営業費用

（２）営業外費用

（３）特別損失

　（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

　流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

　経なければならない。

（１）職員給与費　       102,911千円

　（たな卸資産の購入限度額）

第７条　たな卸資産の購入限度額は、7,144千円と定める。

　　令和７年２月28日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東浦町長　　日　髙　輝　夫
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令　和　７　年　度

東 浦 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

　と定める。

（１）営業費用

（２）営業外費用

（３）特別損失

　（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

　流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

　経なければならない。

（１）職員給与費　       102,911千円

　（たな卸資産の購入限度額）

第７条　たな卸資産の購入限度額は、7,144千円と定める。

　　令和７年２月28日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東浦町長　　日　髙　輝　夫
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議案第　　号　

　　　　令和７年度東浦町下水道事業会計予算

　（総則）

第１条　令和７年度東浦町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　 (１)接続戸数　　　　　　　　　　　　　　15,050戸

　 (２)年間総処理水量　　　　　　　　　 4,250,000㎥

　 (３)１日平均処理水量　　　　　　　　　　11,644㎥

　 (４)主な建設事業

         管渠建設改良事業　  　　　　   143,671千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　収　　入

　　第１款　下水道事業収益　　　　  　　　1,302,800千円

　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　560,447千円

　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　742,350千円

　　　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　3千円

　　　　支　　出

　　第１款　下水道事業費用　　　　　　　　1,302,800千円

　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　1,214,684千円

　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　 87,615千円

　　　　第３項　特別損失　　　　　　 　　　　     1千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　500千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が

  資本的支出額に対し不足する額309,052千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

  本的収支調整額10,138千円及び当年度分損益勘定留保資金298,914千円で補てんす

  るものとする。）

　　　　収　　入

　　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　283,432千円

　　　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　 48,600千円

　　　　第２項　出資金　　　　　　　　　　　201,553千円

　　　　第３項　補助金　　　　　　　　　　　 31,100千円

　　　　第４項　負担金　　　　　　　　　　    2,179千円

　　　　支　　出

　　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　592,484千円

　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　156,343千円

　　　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　436,141千円
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議案第　　号　

　　　　令和７年度東浦町下水道事業会計予算

　（総則）

第１条　令和７年度東浦町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　 (１)接続戸数　　　　　　　　　　　　　　15,050戸

　 (２)年間総処理水量　　　　　　　　　 4,250,000㎥

　 (３)１日平均処理水量　　　　　　　　　　11,644㎥

　 (４)主な建設事業

         管渠建設改良事業　  　　　　   143,671千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　収　　入

　　第１款　下水道事業収益　　　　  　　　1,302,800千円

　　　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　560,447千円

　　　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　742,350千円

　　　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　3千円

　　　　支　　出

　　第１款　下水道事業費用　　　　　　　　1,302,800千円

　　　　第１項　営業費用　　　　　　　　　1,214,684千円

　　　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　 87,615千円

　　　　第３項　特別損失　　　　　　 　　　　     1千円

　　　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　500千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が

  資本的支出額に対し不足する額309,052千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

  本的収支調整額10,138千円及び当年度分損益勘定留保資金298,914千円で補てんす

  るものとする。）

　　　　収　　入

　　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　283,432千円

　　　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　 48,600千円

　　　　第２項　出資金　　　　　　　　　　　201,553千円

　　　　第３項　補助金　　　　　　　　　　　 31,100千円

　　　　第４項　負担金　　　　　　　　　　    2,179千円

　　　　支　　出

　　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　592,484千円

　　　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　156,343千円

　　　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　436,141千円
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　（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

　定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共下水道事業債 37,900

流域下水道事業債 10,700

計 48,600

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

　と定める。
　（１）営業費用
　（２）営業外費用
　（３）特別損失

　（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

　流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

　経なければならない。　　

　（１）職員給与費　       　　　　　　　　  55,355千円

　（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助

　を受ける金額は、195,875千円である。

　　令和７年２月28日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東浦町長　　日　髙　輝　夫

普通貸借
又は

証券発行

年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該利率
見直し後の利
率）

　政府資金については
その融通条件による。
その他の場合にはその
債権者と協定するもの
とする。
　ただし、企業財政の
都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還し、
又は低利に借換するこ
とができる。
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